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 λ= 1/(MTBF) (/h)                         (1) 

また、稼働率は、MTBFと平均修復時間MTTR（Mean Time 

to Repair）から、 

 A = MTBF/(MTBF ＋ MTTR) (/h)            (2) 

で表される。修復率をμ（=1/MTTR）と定義すると、 

 A = μ/(λ＋μ) (/h)           (3) 

となる。したがって、稼働率を上げるには、故障率を

下げるか修復率を上げれば良いことがわかる 6)。 

４．３．故障予知を考慮したFMEA（FMEPA） 

この従来の FMEA に対して、故障予知の概念を入れ

た評価を試みた 6)。その一環として、FMEAの中に故障

予知の因子、指標、精度を追加して、故障の影響解析

を行う手法を FMEPA（Failure Mode, Effects and 

Protect Analysis）として提案する。表4の FMEA実

施の例を基にした、FMEPAによる解析例を表5 に示す。

FMEPAでは、故障モードと推定原因の次に、故障予知

可能な因子を抽出し、予知のための検出方法を示すと

ともに、予知精度を評価する。予知が成功すれば、故

障前の処置によって修復時間を最小化し稼働率の低

下を防止することができる。例えば、動作電流の変化

により「断線」が予知できれば、故障前の部品交換に

よりシステム停止時間を最小限に留めることが可能

となる。また過熱に対しては、上限温度に達する前に

電流制限等を行って動作を継続させれば、稼働率の向

上につながる。ここで各故障モードの頻度（故障率）

を λi、予知の成功確率（以下「予知率」という）を

αi、予知率を考慮した頻度をλpi（i=1～4）とすると、  

λpi = (1-αi)×λi  （ただし0≦αi≦1）  (4) 

と表される。「絶縁不良」（i=2）における、予知の定

量的な効果をみると、頻度は従来の3から3×(1-α2）

に減少する。この故障モードの影響度は3であるから、 

RPN=3×(3×(1-α2))             (5) 

となり、α2≧1/9であれば、RPN≦8 となるため、新

たな故障対策を採らなくても4.1で前述した許容リス

ク内に収まることとなる。 

５．まとめ 
 これまでの当所での検討に基づいた、国際規格と整

合する標準的な安全性評価報告書の構成案を提案し

た。また安全性重視を堅持しつつ信頼性等も考慮した

技術評価手法に検討の第 1 歩として、従来の FMEA に

故障予知を考慮した FMEPA によるリスク評価を試み

た。今後はアベイラビリティ、保全性を含めた RAMS

の一貫した技術評価手法の構築に向けた取り組みを

続けていく。 
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表 4 従来のFMEA（FMECA）によるRPNの算定 

サブシステム システム

断線 劣化 扉が動かない 乗降ができない 2 2 4

絶縁不良 劣化 漏電 感電 3 3 9

過熱 過負荷 扉が動かない 乗降ができない 4 2 8

暴走 フェールアウト故障 異常開閉 転落等 1 5 5
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頻度 影響度 RPNアイテム 機能 故障モード 推定原因
故障の影響

扉駆動
モータ

扉を開閉
する

 

表5 故障予知を考慮したFMEPAによるRPNの算定（各故障モードの推定原因等は表4と同じ） 

頻度 影響度 PRN
故障予知

因子
故障予知の
検出方法

故障の
予知率

予知率を
考慮した頻度

予知率を
考慮したRPN

断線 2 2 4 電流変化 動作電流変化 α1 2×(1-α1） 4×(1-α1)

絶縁不良 3 3 9 電流変化 絶縁抵抗変化 α2 3×(1-α2） 9×(1-α2）

過熱 4 2 8 モータ温度上昇 温度変化 α3 4×(1-α3） 8×(1-α3）

暴走 1 5 5 無し 無し
α4

(=0)

1×(1-α4）

(= 1)

5×(1-α4）

(= 5)
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・
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・
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・
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アイテム 機能 故障モード

従来のFMEAによる評価 故障予知を考慮した評価

扉駆動
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１．はじめに 
電子機器の発展に伴い、現在では日常のあらゆると

ころで電気・電子機器が使われるようになった。 
その結果、それらの機器が、その放射する電波雑音

により他の機器に与える影響及び他の機器の放射す

る電磁雑音により受ける影響や、放射される電磁界が

人体へ与える影響等が注目されるようになり、近年で

は鉄道システムから放射される電波雑音や電磁界の

影響についても取り上げられるようになった。 
鉄道システムでは、変電所の設備をはじめ、車両や

軌道、信号システムなどにおいて非常に多くの電気・

電子機器が使用され、当然のことながらこれら機器か

ら電波雑音や電磁界が放射される。そのような環境の

中、鉄道システムから放射される電磁波が他の機器へ

影響を与えたり、他の機器からの影響を受けたりする

ことに関する共存を求める電磁両立性（EMC：

Electromagnetic Compatibility）や、電磁界（EMF：
Electromagnetic Field）が人体へ与える影響につい

て、国際規格や防護指針という形で提案されてきた。 
世 界 保 健 機 関 （ WHO ： World Health 

Organization）では、公式見解において、「高レベル

の電磁界への短期的曝露については、健康への悪影響

が科学的に確立されており、政策決定者は、労働者及

び一般人をこれらの影響から防護するために規定さ

れた国際的なガイドラインを採用すべき」1)と記載さ

れた。国際的なガイドラインとしては、国際非電離放

射 線 防 護 委 員 会 （ ICNIRP ： International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection）
のガイドラインがある。 
また、磁界測定に関する国際規格及び技術仕様書の

制定の動きとしては、電力設備が国際電気標準会議

(International Electrotechnical Commission)の国際

規格 IEC 621102) として、鉄道が技術仕様書

(Technical Specifications) IEC/TS 625973)として制

定されている。 
こうした状況を踏まえ、日本国内においても、経済

産業省が 2011 年に「電気設備に関する技術基準を定

める省令」を改正して電力設備及び送電線下における

磁界基準を定め、2010 年に発行された ICNIRP の新

ガイドラインに基づいた規制を実施した。 
国土交通省においても、経済産業省が実施した電磁

界規制を踏まえ、鉄道の変電所等設備、き電線、配電

線等の電気設備について、経済産業省と同様に磁界規

制を 2012 年に実施した。 
一方、鉄道車両については、国際的な技術仕様書で

あるIEC/TS 62597において既に測定方法が確立され

ているが、基準値は定められていない。これは、鉄道

車両には直流、交流のき電方式別のみならず、新幹線、

在来線と言った鉄道車両の他に跨座式モノレール、懸

垂式モノレール及び新交通車両など車両の形態が

様々であり、それぞれの車両において機器配置・配線

も異なっていることから、客室内における磁界の発生

傾向は一様ではなく、基準値の定め方が鉄道電気施設

とは異なるためと考えられる。 
そのため、国内の鉄道車両内の磁界の発生傾向を把

握する必要があり、当研究所では、鉄道局の指導の下、

鉄道事業者の協力を得て、様々な車両における車両内

の磁界について調査を行ってきた。 
そこで、本報告では、これらの鉄道車両内における

磁界の発生傾向について報告する。 
２．鉄道車両内における磁界の測定方法 
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鉄道車両内における磁界の測定方法は、前述の通り

IEC/TS 62597 に定められている。IEC/TS 62597 に

おける鉄道車両内における測定方法を表１及び表２

に示す。 
このように、2 種類のセンサと 2 種類の測定位置が

規定されている。 

 

 
本報告では、フラックスゲート方式と Surface 

Methodによる磁界測定方法の組み合わせによる測定

結果を示す。 
鉄道車両から発生する磁界は、時々刻々と変化し、

直流磁界成分と交流磁界成分が同時に放射される。そ

のため、直流磁界成分及び交流磁界成分を同時に測定

することが望ましい。そこで、直流磁界成分及び交流

磁界成分を同時に測定可能なフラックスゲート方式

によるプローブを用いたることが最も適当であると

判断した。 
また、測定位置については、以下の点から Surface 

Method による測定が人体影響への正確な把握、効率

性の観点において望ましいと考えた。 
・鉄道からの磁界は、磁界発生源から不均一に分布

するので、磁界発生源に一番近い位置で測定した

結果が、その場における最大磁界と考えられ、そ

れを測定することが重要であること 

・最大磁界の結果が基準値を下回れば、その地点か

ら離れた位置での測定は不要であること 
例えば、床面から高さ方向に複数点測定する場合

は、同時に測定することが望ましく、その場合、必要

な点数分のプローブが必要となる。Surface Method
による測定の場合、用意された複数のプローブによ

り、最大磁界の位置を特定し、その位置のみを高さ方

向に測定することができることから効率的に測定を

行うことが可能となる。 
以上の点から図１に示す磁界測定システムにより、

図２に示す測定を行った。 
３．測定条件 

磁界測定及び解析時の周波数範囲等の条件は、

IEC/TS 62597 に準拠した範囲とし、以下の通りとし

た。 
・周波数範囲   ：直流～20 kHz 
・サンプリング周波数 ：51.2 kHz 
・周波数間隔   ：1.56 Hz 
・周波数解析時の時間窓長 ：0.64 秒 
・時間窓関数   ：Hanning 関数 
・オーバーラップ  ：0% 

また、磁界測定時の車両の状態は、以下の通りである。 
・SIV(Static InVerter)：停車時に磁界を測定 

表１ IEC/TS 62597 に規定されている測定用プローブ 
 要件 

直流 
磁界 

・IEC 61786 に準拠したセンサ 
・等方性 3 軸プローブ 

交流 
磁界 

・IEC 61786 に準拠したセンサ 
・サーチコイル方式のセンサの場合 

・3 軸プローブ 
・サーチコイル面積は最大 100cm2 
・測定帯域は少なくとも 5～20kHz 

・フラックスゲート方式のセンサの場合 
・3 軸プローブ 
・測定帯域は少なくとも DC～20kHz 

表２ IEC/TS 62597 に規定されている 
鉄道車両内の磁界測定位置（Public Area の場合） 

 要件 
Surface 
Method 

・磁界発生源に一番近い面（床下機器なら床面）

・必要に応じて上記面から垂直に 50, 100, 150cm
 の位置 

Volume 
Method 

・床面から高さ方向に 30, 100, 150cm の位置 
・壁側の測定の場合壁から水平方向に 30cm（又 
 は 30cm 以上で最小の距離） 

図１ 当所における磁界測定システム 

図２ Surface Method による測定風景 

・その他：図３(a)又は(b)に示す、力行・だ行・制

動をセットとした走行で磁界を測定 
ただし、測定時の最高速度は測定線区の制限速度に依存

するため、全ての測定が同一条件で行われたものではな

い。 
 

４．測定箇所 
鉄道車両における磁界の発生傾向の検討について

は、大電流又は高周波電流が流れることにより、磁界

が発生しやすい以下の装置・部位周辺に対象を絞り、

測定を行った。 
・主制御器 
・主電動機 
・フィルタリアクトル 
・SIV（静止形インバータ） 
・車両妻部 
・貫通路渡り板直上 
・主変圧器（交流き電の場合） 
また、磁界の発生傾向を把握するに当たって、22

種類の鉄道車両において測定を行った結果を検討し

た。 
５．磁界の測定及び解析結果例 

図４に測定した磁界の解析結果例を示す。 
直流磁界は測定した X 軸、Y 軸、Z 軸の時間領域の

磁界データを 3 軸合成し、1 秒移動平均を施して求め

た。 
交流磁界は、X 軸、Y 軸、Z 軸の時間領域の磁界デ

ータを 3 章で示した解析条件により周波数解析し、3
軸合成して求めた。Peak Hold の結果は、各周波数の

最大値を示し、カラーマップの結果は各周波数解析を

時間軸に並べて、各周波数における磁束密度をカラー

表示して可視化したものである。 

６．磁界の発生傾向について 
前章の方法により解析を行った結果を踏まえ、各測

定箇所における磁界の発生状況について検討を行っ

た。その結果を次に示す。 

 
(a)1 駅間における測定方法 

 
(b)駅停車における測定方法 

図３ 走行条件 

(a)直流磁界の変化 

(b)交流磁界の解析結果（Peak Hold) 

周
波

数
[
H
z
]

(c)交流磁界の解析結果（カラーマップ） 
図４ VVVF インバータ直上における磁界測定例 

制動 力行 
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・SIV（静止形インバータ） 
・車両妻部 
・貫通路渡り板直上 
・主変圧器（交流き電の場合） 
また、磁界の発生傾向を把握するに当たって、22

種類の鉄道車両において測定を行った結果を検討し

た。 
５．磁界の測定及び解析結果例 

図４に測定した磁界の解析結果例を示す。 
直流磁界は測定した X 軸、Y 軸、Z 軸の時間領域の

磁界データを 3 軸合成し、1 秒移動平均を施して求め

た。 
交流磁界は、X 軸、Y 軸、Z 軸の時間領域の磁界デ

ータを 3 章で示した解析条件により周波数解析し、3
軸合成して求めた。Peak Hold の結果は、各周波数の

最大値を示し、カラーマップの結果は各周波数解析を

時間軸に並べて、各周波数における磁束密度をカラー

表示して可視化したものである。 

６．磁界の発生傾向について 
前章の方法により解析を行った結果を踏まえ、各測

定箇所における磁界の発生状況について検討を行っ

た。その結果を次に示す。 

 
(a)1 駅間における測定方法 

 
(b)駅停車における測定方法 

図３ 走行条件 

(a)直流磁界の変化 

(b)交流磁界の解析結果（Peak Hold) 
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(c)交流磁界の解析結果（カラーマップ） 
図４ VVVF インバータ直上における磁界測定例 
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６．１．主制御器 
VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)制御

方式、CI(Converter Inverter)制御方式、サイリスタ

位相制御方式について磁界発生傾向の確認を行った

ところ、VVVF 制御方式及び CI 制御方式は、制御中

には時間とともに周波数が変化する磁界が発生する

が、サイリスタ位相制御方式は、制御中にはチョッピ

ング周波数とともに数 Hz～1 kHz にわたる成分を持

つ磁界が発生していることが確認された。 
６．２．主電動機 
誘導電動機と直流電動機について、磁界発生傾向の

確認を行ったところ、主たる発生磁界は、誘導電動機

が交流磁界、直流電動機が直流磁界であり、それらを

制御する主制御器の方式の違いが電動機直上の磁界

に影響を与えていることが確認された。 
６．３．フィルタリアクトル 
フィルタリアクトルについて、磁界発生傾向の確認

を行ったところ、直流磁界を主体とした磁界が発生す

るとともに、主制御器から伝導される交流電流、又は

パンタグラフから流入した交流電流（変電所からの交

流電流：商用周波数＋その整流高調波）による交流磁

界が直流磁界に重畳していることが確認された。一

方、車体の材質による差異については、大きな違いは

見られなかった。ただし、アルミニウムのダブルスキ

ン構体車両内の磁界は概して低かった。 
６．４．ＳＩＶ 

SIV について、磁界発生傾向の確認を行ったとこ

ろ、入力電流による直流磁界と、出力電流による電源

駆動周波数（商用周波数）、チョッピング周波数及び

その高調波の交流磁界が常時発生していることが確

認された。 
６．５．車両妻部 
車両妻部の高圧母線ぎ装付近における磁界発生傾

向について、直流き電式車両、交流き電式車両で確認

を行ったところ、同等の出力を得る場合、直流き電式

車両はき電電圧が低いため、供給される直流電流が多

くなることから直流磁界が大きくなりやすく、一方、

交流き電式車両は商用周波電流が供給されるものの、

き電電圧が高いことから、電流値が直流き電式車両よ

りは小さく、結果的に磁界が小さくなることが確認さ

れた。ただし、商用周波数磁界については、直流車両

よりも高い場合も見られた。 
６．６．貫通路渡り板直上 

貫通路渡り板直上における磁界発生傾向について、

直流き電式車両、交流き電式車両で確認を行ったとこ

ろ、直流き電式車両は屋根上から車両下へ向かう高圧

母線がぎ装されていることから、車両妻部ほどではな

いが、直流磁界が確認された。一方、交流き電式車両

は高圧母線に商用周波数の電流が流れていることか

ら、商用周波数の磁界が確認された。また、主制御器

から主電動機への車間渡り線がある場合は、車間渡り

線から生じる主制御器の動作周波数の磁界が確認さ

れた。 
６．７．主変圧器 
主変圧器直上における磁界発生傾向の確認を行っ

たところ、駆動周波数である商用周波数及びその高調

波の交流磁界が主に確認された。また、交流磁界は、

この他の周波数に対してもレベルは低いものの全体

的に分布していることが確認された。 
 

７．まとめ 
国内の鉄道車両内の磁界の発生傾向を把握する必

要があり、当研究所では、鉄道局の指導の下、鉄道事

業者の協力を得て、様々な車両の形態における鉄道車

両内の磁界について調査を行ってきた。 
今回、鉄道車両における発生磁界の傾向について、

主制御器、主電動機、フィルタリアクトル、SIV、車

両妻部、貫通路渡り板直上、主変圧器の各装置、場所

において検討を行い、その概要を紹介した。 
今後は、この結果を踏まえ、鉄道車両内における磁

界を人体影響に対して正しく評価するための評価手

法の検討を行う必要がある。 
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１．まえがき 
 鉄道車両の車上電力量測定法の国際標準化につい

ては、現在、IEC（International Electrotechnical 

Commission : 国際電気標準会議）の国際規格作成チ

ーム PT(Project Team) 62888 において検討が行われ

ており、ヨーロッパは、国際列車運用における電力料

金の課金を目的とした EN(European Norm)規格

EN 50463を原案とするヨーロッパ流の車上電力量測

定法を提案している(1)。 
 この背景には、ヨーロッパの鉄道は、そのほとんど

が上下分離方式で運用されており、列車ごとに消費電

力量に応じた課金を行うシステムが採用されている

ことから、電力量測定に関する測定精度や測定方法等

に関して、詳細に決める必要があった。 
 それに対し、日本国内では、これまで車内情報シス

テムを用いた車上電力量測定が行われてきているが、

一般的にこのシステムは、車載機器に流れる電流や電

圧等のデータを収集して電力量を計算しており、課金

が目的ではないため厳密に測定精度が要求されるこ

ともないため、このシステムによる車上電力量測定の

精度については、詳細に検討されていなかった。 
 しかし、ヨーロッパ流の車上電力量測定法のみが国

際規格として採用された場合、日本国内で利用されて

いる車内情報システムによる電力量測定は国際規格

に則った測定方法と認定されず、JIS化等に際して課

題が生じる恐れがある。 

 そこで、日本国内で利用されている車内情報システ

ムによる電力量測定法と、測定器による電力量測定法

を比較することにより、車内情報システムを用いた電

力量測定法の精度の実状を見極め、車内情報システム

による電力量測定法を国際規格に盛り込むための基

礎データとすることを目的として、実車を用いた測定

を行った。本稿では、その測定結果及び考察の概要を

報告する。 

２．車上電力量測定法について 
 EN 50463 及び日本国内の車上電力量測定法を、測

定点及び測定手段の観点から次のように整理した。 
２．１．測定点 
 鉄道においては、車上で消費される電力は、パンタ

グラフより供給されるため、車上電力量の測定点とし

て、測定の精度を高めるためにはパンタグラフ直下で

測定することが望ましい。その方法を、ここではパン

タ点測定法と称する。 
 一方、電力の消費先が特定されている場合、途中経

路における電力消費が無視できるのであれば、消費先

毎に消費電力量を測定し、その結果を合算する方法が

考えられる。これを、ここでは個別測定合算法と称す

る。 
 EN 50463 においては、これら 2 つの方法のどちら

も規定されており、日本国内で用いられている車内情

報システムは、個別測定合算法により車上電力量を測

定していることとなる。 
２．２．測定手段 
 EN 50463 では、課金を目的とした電力量測定を行

うことから、車上電力量測定専用の測定機器を用い

て、定められた測定誤差範囲内での測定を行うことと

されている。 
 一方、車内情報システムを用いて電力量測定を行う

方法は、電力消費先である VVVF（Variable Voltage 

Variable Frequency : 車両駆動モータ用インバータ

装置）や SIV（Static InVerter : 車内機器（空調・

照明等）用インバータ装置）の電圧、電流のデータ等

から電力量を計算して測定を行うことが一般的とな

っている。 
 このことから、車内情報システムによる電力量測定

は、測定点としては個別測定合算法であり、EN 50463
に準拠していることになるものの、EN 50463 で規定


